
入札説明書 

 

令和８年（２０２６年）６月５日付けで公告した熊本市区民課窓口支援業務

委託に係る一般競争入札については、関係法令（条例、規則、 要綱等含む。）

に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 

 

熊本市長 大西 一史 

 

第１ 入札全般に関する事項 

１ 競争入札に付する事項 

(1) 業務委託名 

   熊本市区民課窓口支援業務委託 

 (2) 目的及び概要 

目的 熊本市の戸籍や住民票の写し等の郵便請求及び公用請求対応業務、中

央区区民課の窓口レジ業務を委託することにより、行政事務の効率化

及び人的資源の有効活用を図る。 

   併せて、繁忙期における住民異動や戸籍届出等に伴う住民票の修正を

住民記録システム等へ入力する業務を委託することにより、職員の窓

口集中による対応の向上と、入力作業の迅速かつ正確な処理による、

更なる市民サービスの向上を図ることを目的とする。 

概要 

ア 郵便請求対応業務 

(ｱ) 郵便又は信書便により届いた戸籍、住民票等の証明書（以下「証明

書」という。）の請求書（以下「郵便請求書」という。）の受付及び分

類 

(ｲ) 電子計算管理システムによる郵便請求台帳の作成 

(ｳ) 証明書作成及び内容確認 

(ｴ) 郵便請求者及び請求に関係する機関との連絡調整 

(ｵ) 証明書の発送及び請求書の管理 

(ｶ) 手数料の集計及び勘定処理 

 

イ 窓口レジ業務 

(ｱ) 請求者への証明書交付 

(ｲ) 手数料の徴収及び収納 

(ｳ) 手数料の集計及び勘定処理 

 



ウ 住民記録システム等入力業務 

(ｱ) 住民異動届（転入・転居・世帯変更・転出等）及び職権による住

民異動に基づくシステムへの入力 

(ｲ) 職権記載（婚姻・出生・離婚等）に基づくシステムへの入力 

(ｳ) 住民基本台帳法による「通知」に基づくシステムへの入力 

 

  エ 庁舎内の公用請求における広域交付業務 

   （ｱ）対象となる公用請求の受付 

   （ｲ）戸籍情報連携システムを用いた証明書の発行 

   （ｳ）発行した証明書の熊本市職員への引き渡し 

 

オ 共通業務 

 委託業務に関する問い合わせ対応 

 

カ 前各号に掲げる業務に付随するその他業務 

(ｱ) 業務に必要な設備・システム等の整備及び維持管理 

(ｲ) マニュアル整備や業務従事者への研修等、履行に向けた準備 

(ｳ) 本市への定期的な報告及び調整 

(ｴ) サービスレベル設定による品質管理及び改善 

(ｵ) その他、区民課窓口支援業務を適正に管理するための業務  

  

     ※詳細は仕様書を参照のこと。 

 

 (3) 履行場所  

熊本市中央区手取本町１番１号 熊本市中央区役所区民課内 

 

 (4) 履行期間  

令和８年（２０２６年）１０月１日から令和１１年（２０２９年）９月 

３０日まで。 

なお、住民記録システム等への入力業務は令和９年（２０２７年）１月４

日から履行開始し、毎年１月４日から４月３０日までの期間を履行期間と

する。 

郵便請求及び公用請求対応業務、窓口レジ業務並びに共通業務は令和８年

（２０２６年）１０月１日から履行開始し、令和１１年（２０２９年）９月

３０日まで 

継続するものとする。契約締結日から令和８年（２０２６年）９月３０日



までは業務準備期間とする。 

 

 

２ 担当部局 

〒８６０－８６０１ 熊本市中央区手取本町１番１号 

熊本市文化市民局市民生活部戸籍住民課 

電話 ０９６－３２８－２０３１（直通） 

 

３ 入札手続の種類 

この案件は、入札手続において技術提案書の提出を求め、入札者の提示する

技術、専門的知識、創意工夫等（以下「技術等」という。）と入札価格とを総

合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の入札案件である。 

入札前に条件付一般競争入札に参加するものに必要な資格（以下「競争入札

参加資格」という。）の確認を行い、競争入札参加資格があると認められた者

による入札の結果に基づき落札者を決定する方法により入札手続きを行う。 

 

４ 競争入札参加資格 

次に掲げる条件をすべて満たしていること。 

(1) 熊本市業務委託契約等に係る競争入札等参加資格審査申請書を提出し、熊

本市業務委託契約等に係る競争入札参加者等の資格等に関する要綱（平成２

０年告示第７３１号）第５条に規定する参加資格者名簿に登録されている者

であること。 

(2) 地方自治法施行令第１６７条の４第１項各号の規定に該当しない者であ

ること。 

(3) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定による更生手続

の開始の申立て又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規

定による再生手続の開始の申立てがなされた場合は、それぞれ更生計画の認

可決定又は再生計画の認可決定がなされていること。 

(4) 熊本市が締結する契約等からの暴力団等の排除措置要綱（平成１８年告示

第１０５号）第３条第１号の規定に該当しないこと。 

(5) 熊本市から熊本市物品購入契約及び業務委託契約等に係る指名停止等の

措置要綱（平成２１年告示第１９９号。以下「指名停止要綱」という。）に

基づく指名停止を受けている期間中でないこと。 

(6) 消費税及び地方消費税並びに本市市税の滞納がないこと。（新型コロナウ

イルス感染症等の影響により、税の徴収猶予を受けている者を含む） 

(7) 業として本件競争入札に付する契約に係る業務を営んでいること。 



(8) 過去３年の間、本市との契約において、違反又は不誠実な行為を行った者

であって契約の相手方として不適当と市長が認めるものでないこと。 

(9) 熊本市公契約条例（令和７年条例第５４号）第 8 条に基づき誓約書を提出

するなど、本条例を遵守していること。  

(10) 政令市、中核市から直接受託した業務として、令和３年４月１日から令

和８年３月３１日までに履行期間が 1 年以上で、戸籍事務及び住民基本台帳

事務に関する証明発行又は住民基本台帳事務に関するシステム入力の業務

の実績を有するものであること。 

(11) 一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)のプライバシーマー

ク若しくは一般社団法人情報マネジメントシステム認定センター

(ISMS-AC)の情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）の認証を付

与された者であること。 

 

５ 総合評価の方法 

(1) 入札価格に対する得点（以下「価格評価点」という。）の算出方法は次の

とおりとする。 

 価格評価点＝価格評価点に配分された得点の満点×（１－入札価格×１．１

０／予定価格） 

 （価格評価点は、小数点第１位を四捨五入するものとする。） 

(2) 技術に対する得点（以下「技術評価点」という。）については、落札者決

定基準（別添１）に従い、評価するものとする。 

(3) 総合評価は、入札者の価格評価点と技術評価点を合計した値（以下「評

価値」という。）をもって行う。 

(4) 評価値（２４０点満点）＝価格評価点（６０点満点）＋技術評価点（１

８０点満点）とする。 

 

６ 申請手続等 

 (1) 申請書、入札説明書、仕様書等の交付期間及び方法 

令和８年（２０２６年）６月５日（金）から令和８年（２０２６年）６月

２２日（月）まで 

熊本市ホームページへ掲載するほか、希望する場合は２の担当部局で配布

する（担当部局での配布については熊本市の休日及び期限の特定を定める条

例（平成元年条例第３２号）第１条に規定する市の休日（以下「休日」とい

う。）を除く。）。 

郵送又は電送（ファックス、電子メール等）による交付は行わない。 

・ 担当部局での配布は、午前９時から午後５時まで 



・ 熊本市ホームページにおいては、その運用時間内においてダウンロー

ドできる。 

なお、仕様書等については、入札日までの間、２の担当部局において閲覧

に供する。 

 

 (2) 申請書等の提出方法等 

本件入札の参加希望者は、提出書類の競争入札参加資格確認申請書及び

競争入札参加資格審査調書その他の必要書類（以下「申請書等」という。）

を提出し、競争入札参加資格の有無について市長の確認を受けなければなら

ない。提出方法等については、次によるものとする。 

ア 提出書類及び提出方法 

持参又は郵送により提出すること。郵送する場合における郵送方法につい

ては、一般書留又は簡易書留によることとし、それ以外の方法により郵送又

は電送（ファックス、電子メール等）による提出は受け付けない。 

  イ 提出期限 

令和８年（２０２６年）６月２２日（月）午後５時まで 

郵送する場合は、令和８年（２０２６年）６月２２日（月）までに必着。 

（不慮の事故による紛失又は遅配については考慮しない。） 

  ウ 提出部数 

１部とする 

  エ 提出先 

２の担当部局 

送付先（郵送する場合） 

    〒８６０－８６０１ 熊本市中央区手取本町１番１号 

    熊本市長（文化市民局市民生活部戸籍住民課）宛て 

また、封筒の表面に申請する「業務委託名」及び「競争入札参加資格確

認申請書在中」の旨を明記すること。 

 

 (3) 競争入札参加資格の確認 

   競争入札参加資格の確認については、申請書等の提出期限日をもって行

うものとし、結果（競争入札参加資格がないと認めた場合はその理由も含

む。）については、書面により通知する。 

 

７ 競争入札参加資格がないと認めた者に対する理由の説明 

 (1) 競争入札参加資格がない旨の通知を受けた者は、通知をした日の翌日か

ら起算して７日（市の休日の日数は、算入しない。）以内に、市長に対して



競争入札参加資格がないと認めた理由について、書面（様式は自由。）によ

り説明を求めることができる。 

(2) 市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の

翌日から起算して５日（市の休日の日数は、算入しない。）以内に、説明を

求めた者に対し書面により回答する。 

 

８ 入札説明会 

 入札説明会は実施しない。 

 

９ 入札説明書、仕様書等に対する質問 

(1) 入札説明書又は仕様書等に対する質問がある場合においては、次に従い

提出すること。 

 ア 提出方法 

   書面（様式は自由）により持参又は電子メールにて提出すること。ただ

し、電子メールの場合は、必ず着信を確認すること。 

 イ 提出期間 

   令和８年（２０２６年）６月５日（金）から令和８年（２０２６年） 

６月２５日（木）まで（休日を除く）の午前９時から午後５時まで 

 ウ 提出先 

   ２の担当部局 

   メールアドレス：kosekijumin@city.kumamoto.lg.jp 

(2) (1)の質問書に対する回答書は次のとおり閲覧に供する。なお、熊本市の

ホームページにも掲載する。 

 ア 閲覧期間 

   質問受付後速やかに閲覧開始し、令和８年（２０２６年）７月６日（月

曜日）までとする。 

 イ 閲覧場所 

   ２の担当部局 

 

１０ 入札に参加する者が、１者である場合の措置 

  入札に参加する者が１者である場合は、再度公告して申請書等の提出期限

を延長するものとする。この場合においては、必要に応じて当該案件に係る

競争入札参加資格の変更又は履行期間の変更を行うことがある。 

 

１１ 入札書及び技術提案書の受付 

 (1) ６(3)の通知により競争入札参加資格があると確認された者は、次に定め

mailto:kosekijumin@city.kumamoto.lg.jp


る方法に従い、入札書（参考様式を参照）、入札書に記載される入札金額に

応じた業務費内訳書（参考様式を参照）及び技術提案書（添付書類を含む。

以下同じ。）を提出するものとする。 

  ア 入札書、業務内訳書及び技術提案書の提出 

   ① 提出期限：令和８年（２０２６年）７月６日（月曜日） 

午後５時００分まで（休日を除く。） 

   ② 提出場所：熊本市中央区手取本町１番１号 

 熊本市役所 本庁舎１２階 戸籍住民課 

   ③ 提出部数：６部。ただし、１部は事業者名を明かし、他５部は事業

者名を隠す事とする。 

  イ 提出方法 

   ① 持参して行うこととし、郵送及び電送（ファックス、電子メール等）

によるものは認めない。入札代理人が持参する場合は、別途委任状（参

考様式を参照）を提出すること。 

   ② 入札書及び業務費内訳書を一の封筒に入れ、入札書に押印した印鑑

と同じもので封印し、申請する「業務委託名」及び「入札書在中」並

びに「入札参加者名」を記載する。 

   ③ 技術提案書（添付書類を含む。事業者名を明かす分のみ技術提案書

のデータを記録したＣＤ－ＲＯＭ（ＤＶＤ－ＲＯＭも可とする。）を添

付すること。）については、①の封筒とは別に提出するものとする。 

 

 (2) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に１００分の１０に相

当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その

端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札者は、消

費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わ

ず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書

に記載すること。 

 (3) 入札執行回数は、２回までとする。（２回目以降の入札書の提出について

は別途指示する。） 

 (4) 業務内訳書は、参考図書として提示を求めるものであり、入札及び契約

上の権利義務を生じるものではない。 

 

１２ 技術提案書のヒアリングの実施の有無 

  技術提案書に関するヒアリングは実施しない。 

 

１３ 開札等 



 (1) 入札書は以下の日時において開札し、業務内訳書は入札書の開札後に全

ての入札参加者について確認を行うものとする。この場合において、入札

者は開札に立ち会うものとする。また、入札参加者全員が予定価格を超え

た場合は、初回の開札後直ちに再度の入札を行う。再度入札を実施した場

合において、立ち会うものがいなかった入札参加者は、再度の入札を棄権

したものとみなす。 

   日時：令和８年（２０２６年）７月１７日（金曜日）午前１０時 

   場所：熊本市中央区手取本町１番１号 

 熊本市役所 中央区審査会室（中央区役所１階 福祉課横） 

 (2) 提出した入札書及び業務費内訳書は、引換え又は取消しをすることがで

きない。また、提出した技術提案書についても、追加、書換え、引換え又

は撤回をすることができない。 

 (3) 一の入札参加者が複数の入札を行ったと認められるときは、いったん開

札して確認のうえ、すべての入札書を無効とする。 

 (4) １１の方法によらないで提出された入札書及び業務費内訳書並びに技術

提案書（期限までに到達しなかった場合を含む。）は、これを無効とする。 

 (5) 熊本市工事競争入札心得（平成２年告示第１０７号）第５条に準じるほ

か、提出書類に虚偽の記載をしたものの入札は無効とし、無効の入札を行

った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消すものとする。なお、

競争入札参加資格があると確認された者であっても、落札決定の時におい

て４に規定する競争入札参加資格を満たさなくなった場合は、競争入札参

加資格のない者に該当するものとする。 

 (6) 業務費内訳書を確認し、記載すべき重要事項が欠けている、記載金額が

入札金額と著しく乖離している等業務を確実に履行することができないと

認められるときは、当該入札書は無効とする。業務費内訳書が添付されて

いない場合（(4)の規定により無効となった場合を含む。）は、当該入札を無

効とする。 

 (7) 技術提案書の提出がない場合（(4)の規定により無効となった場合を含

む。）は、当該入札を無効とする。 

 (8) 入札を無効とした場合は、当該入札書及び業務費内訳書は、返却しない

ものとする。 

 

１４ 落札者の決定方法 

 (1) 次のいずれの要件にも該当する者のうち、評価値の最も高い者を落札者

とする。 

  ア 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。 



  イ 評価項目のうち「必須とする評価項目」については、落札者決定基準

に示す最低限の要求要件（「必須の要求要件」という。）を全て満たして

いること。 

   （なお、必須とする評価項目について必須の要求要件を満たしていない

もの（記載がない場合を含む。）は失格として取扱う。） 

 (2) 評価値が最も高い者が２者以上あるときは、技術評価点の高い者を落札

者とする。この場合において、技術評価点及び価格評価点ともに同点であ

る者が２者以上あるときは、入札金額が低い方を落札者とし、入札金額も

同額である場合は、くじにより落札者を定めるものとする。 

  （くじの日時及び場所については、別途指示する。） 

 (3) 技術提案書作成要領に基づかない技術提案書については、評価の対象と

せずに失格とする場合がある。 

 

１５ 入札結果の公表に関する事項 

  契約の相手方を決定した場合は、入札結果（申請書等を提出した者の商号

又は名称、競争入札参加資格の有無に関する審査結果、競争入札参加資格が

ないとした者についてはその理由、入札者の商号又は名称、各入札参加者の

入札価格、価格評価点、技術評価点及び評価値並びに落札者の商号又は名称

を含む。）について担当課での閲覧及び熊本市ホームページにより公表を行う

ものとする。ただし、審議会にて審議された内容については非公表とする。 

 

１６ 落札者として選定されなかった者に対する理由の説明 

 (1) 入札参加者で落札者とならなかった者は、落札者の公表を行った日の翌

日から起算して５日（市の休日の日数は算入しない。）以内に、市長に対し

て落札者として選定されなかった理由について、書面（様式は自由）によ

り説明を求めることができる。 

 (2) 市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる期間の最

終日の翌日から起算して７日（市の休日の日数は算入しない。）以内に、説

明を求めた者に対し書面により回答する。 

 

１７ 評価内容の確保 

 (1) 落札者の技術提案書に記載された内容については、落札者と協議後、全

て契約に係る仕様書に記載することとし、落札者はこれを満たす履行をし

なければならない。また、このことによる契約金額の変更は行わない。 

 (2) 技術提案の内容に係る部分の債務については、その履行の完了が確認で

きるまで存続するものとし、受注者の責めにより当該債務が履行されない



場合については、受注者の責任において再履行又は瑕疵の補修を行うもの

とする。 

 (3) 仕様書において履行方法を指定しない部分の業務に関して、市長が提案

内容を適正と認めた場合においても、受注者は、その部分の履行に関する

責任を負うものとする。 

 (4) 発注者は、技術提案書に関する事項が提案者以外のものに知られること

のないように取り扱うものとする。 

 

１８ その他の留意事項 

 (1) 手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

 (2) 入札保証金 

   熊本市契約事務取扱規則第５条第２項第４号の規定により免除とする。 

 (3) 契約保証金 

   熊本市契約事務取扱規則第２２条の定めるところにより、落札者は、契

約金額の１００分の１０以上の契約保証金を契約締結の時までに納付する

こと。ただし、利付国債の提供又は金融機関の保証をもって契約保証金の

納付に代えることができる。また、次に掲げる場合においては、契約保証

金を免除とする。 

  ア 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を結び、保証

証券を契約締結の時までに提出したとき。 

  イ 過去２年間の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくす

る契約を２回以上誠実に履行し、このことを証するため、発注者の証明

（ただし、発注者が本市である場合は、契約書の写しでも可）を提出し

たとき。 

 (4) 契約書（案） 

   熊本市ホームページへ掲載するほか、２の担当部局で閲覧に供する。 

 (5) 申請書等及び技術提案書に関する事項 

  ア 提出期限までに申請書等を提出しなかった場合は入札参加者として認

められないものとする。 

  イ 申請書等及び技術提案書の作成及び提出にかかる費用は、提出者の負

担とする。 

  ウ 提出された申請書等及び技術提案書は、返却しない 

  エ 提出された申請書等及び技術提案書は、競争入札参加資格の確認及び

技術提案内容の評価以外に提出者に無断で使用しない。 

  オ 提出期限後における申請書等の追加、差し替え及び再提出は認めない。 

  カ 申請書等に虚偽の記載をしたことが判明した場合は、当該申請書等を



無効とし、競争入札参加資格の取り消し、落札決定の取消し、契約締結

の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく

指名停止その他の措置を行うことがある。 

  キ 技術提案書に虚偽記載等明らかに悪質な行為があると認められる場合

には、当該入札を無効とし、落札決定の取消し、契約締結の保留又は契 

約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他

の措置を行うことがある。 

 (6) 競争入札参加資格の確認を行った日の翌日から開札までの間の期間に、

競争入札参加資格があると認めた者について、競争入札参加資格がないも

のと判明した場合には、当該者に対する競争入札参加資格確認の通知に理

由を付して取り消すものとする。 

   この旨の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して５日（市

の休日の日数は、算入しない。）以内に、市長に対して競争入札参加資格が

ないと認めた理由について、書面により説明を求めることができる。 

 (7) 落札者の決定後契約締結までの間に、落札者が４に規定する競争入札参

加資格を満たさなくなった場合及び技術提案書に記載された内容を満たす

履行ができないと認められる場合には、契約を締結しないことができるも

のとする。 

 (8) 申請書等及び技術提案書の提出及び入札にあたっては、熊本市工事競争

入札心得に準じて実施する。 

(9) 申請書等は、黒色のペン又はボールペンで記入すること。（消えるボール

ペンは不可） 

  



第２ 競争入札参加資格確認申請書等作成要領 

 

１ 提出書類 

提出を求める申請書等は、次のとおりとする。 

(1)  競争入札参加資格確認申請書（様式第１号） 

(2)  競争入札参加資格審査調書（様式第２号） 

(3)  会社概要書（様式第３号） 

(4)  入札参加者の同種業務の実績（様式第４号） 

(5)  １(4)に示す入札参加者の同種業務の実績を証する契約書の写し（必須）。

なお、これだけでは同種業務の実績を有することが判断できない場合は、他

の判断できる資料（図面、仕様書等の設計図書又は発注者の証明等）で併せ

て補完すること。 

(6) 「プライバシーマーク」又は「ＩＳＭＳ」の認証を証する書面の写し 

（申請書等提出期限日時点で有効なものに限る。） 

 

２ 技術提案書の提出部数 

 (1) 正本 １部 

   添付書類を含め、入札参加者名が分かるもの。 

 

３ 作成上の留意事項 

 (1) 競争入札参加資格確認申請書提出日時点において記載すること。 

   

  



第３ 技術提案書作成要領 

 

１ 提出書類 

  技術提案書は、落札者決定基準の「各様式等の説明」欄に従って、次に示

す様式（様式ごとに決定された添付書類も含む。）により提出すること。 

 (1) 技術提案書（表紙）（様式第５号） 

 (2) 提案内容記入用紙（様式第６号） 

  ・評価項目１に関するもの・・・・・Ａ４用紙 ２頁以内 

  ・評価項目２に関するもの・・・・・Ａ４用紙 ２頁以内 

  ・評価項目３に関するもの・・・・・Ａ４用紙 ２頁以内 

  ・評価項目４に関するもの・・・・・Ａ４用紙 ２頁以内 

・評価項目５に関するもの・・・・・Ａ４用紙 ２頁以内 

・評価項目７に関するもの・・・・・Ａ４用紙 ２頁以内 

 (3)  同種業務の実績一覧表（様式第７号） 

 (4)  同種業務の実績確認に必要な添付書類 

 (5)  業務従事メンバー状況表（様式第８号） 

 

２ 技術提案書の提出部数 

 (1) 正本 １部 

   添付書類を含め、入札参加者名が分かるもの。 

 (2) 副本 ５部 

   添付書類を含め、正本から社名及び社名を類推できる表現・ロゴ等を外

したもの。業務実績についても社名が分かるような表現は行わないこと。

例えば社名をＡ社とするなど。（押印不要） 

 (3) 電子データ 

   正本及び副本とも、紙ベース（両面印刷）による提出と併せて正本にの

み電子データ（ＣＤ－ＲＯＭ又はＤＶＤ－ＲＯＭ１枚によること）も提出

すること。 

   様式に係る電子媒体の保存形式は、「入札説明書に添付された様式による

Microsoft Office Word で保存されたファイル」に限るものとし、これ以外

の保存形式（ＰＤＦ形式、画像形式等）は認めない。 

   様式以外の添付資料等については、スキャナー等で読み込みＰＤＦ形式

にて電子化すること。 

 

 

 



３ 作成上の留意事項 

 (1) 提案内容記入用紙（様式第６号） 

  ア 評価項目ごとに指定された頁数以内（Ａ４縦、横書き）に箇条書きと

し、必要に応じて様式の中に図、表等を用いて分かりやすいよう記載す

ることとし、その場合でも、当該指定頁数は超えないように作成するこ

と。指定する頁数を超えている場合は、その超えた頁数の部分は評価し

ない。この場合において、評価しない頁数の部分は、市において判断す

るものとする。 

  イ 文字の大きさは１０．５ポイント以上とすること。（図表については必

要に応じて１０．５ポイント未満も可）。 

  ウ 様式以外に資料を添付しないこと。 

  エ 色の指定はないが、白黒複写を行った場合においても、内容が理解で

きるようにすること。 

  オ 提案に当たっては、できる限り定量的に示すこと。定量的に表すこと

が不可能な場合には、できる限り具体的に記述すること。 

  カ 仕様書のコピーや「仕様書のとおり」といった記述に終始しないこと。 

 (2) 同種業務の実績一覧表（様式第７号） 

  ア 同種業務として、政令市、中核市から直接受注した業務で、令和３年

４月１日以降に契約を締結し、令和８年３月３１日までに履行期間が１

年以上で、戸籍又は住民基本台帳事務に関する業務を含むものを記載す

ること。 

  イ 記載する件数は、最大５件までとすること。指定する件数を超えてい

る場合は、その超えた件数の部分は評価しない。 

  ウ 同一の発注機関から受注した同一業務は、契約が複数回あったとして

も１件として数えるので、直近のものを１件のみ記載すること。 

  エ それぞれの業務実績について、契約書の写し又は発注者の履行証明書

を添付すること。なお、契約書の写しを提出する場合又は発注者の履行

証明書で同種業務の実績を有することが判断できない場合は、他の判断

できる資料（当該業務の仕様書等）を併せて提出すること。添付がない

場合又は提出された書類では同種業務の実績を有することが判断できな

い場合は、当該実績を有しているとは認めない。 

 (3) 業務従事メンバー状況表（様式第８号）  

これまでの同種又は同等規模の業務実績については、代表的なものを１

件記載する（複数ある場合は同種業務を優先して記入すること）。 

 



別添１

№
必須

区分
評価項目 評価基準 必須の要求要件 配点

技術提案書

（各様式の説明）

A評価 30

B評価の内容に加え、役割分担や運用方法が明確であ

り、組織として自律的かつ継続的に機能・改善が可能

な管理体制となっている。

B評価 20

C評価の内容に加え、業務フロー毎に想定されるリス

クが具体的に整理され、それぞれに対する対策および

管理体制が実行可能なレベルで示されている。

C評価 10

業務フローが整理され、業務フロー毎に想定されるリ

スクが把握されるとともに、基本的な対策および管理

体制が示されている。

D評価 失格
必須の要求要件を満たしていない。

A評価 30

C評価の要件を満たすための、全ての項目について手

段・目的等が具体的に提示されている。

B評価 20

C評価の要件を満たすための、一部の項目について手

段・目的等が具体的に提示されている。

C評価 10

左記仕様書の要件を満たしている。

D評価 失格

必須の要求要件を満たしていない。

A評価 20
B評価に加え、入力ミスを検出する等のシステムを用

いてミスの低減を図っている。

B評価 15
C評価に加え、更なるミスの低減への工夫が施されて

いる。

C評価 5
2重チェックを行いミスの低減を図っている

D評価 失格
必須の要求要件を満たしていない。

A評価 25

B評価基準に加え、定期的な研修の実施等積極的な周

知及び周知の方法に工夫が施され継続的に実行できる

体制である。

B評価 15

C評価基準に加え、研修を行う等積極的な周知を行っ

ている。

C評価 5

障害・災害発生時の対応を業務フローとして定めてい

る等緊急時の体制を備えてある。

D評価 失格

必須の要求要件を満たしていない。

A評価 15

情報セキュリティーマネジメントシステム（ISMS）

認証の取得及びプライバシーマーク付与認定を受けて

いる。

B評価 10

情報セキュリティーマネジメントシステム（ISMS）

認証の取得もしくはプライバシーマーク付与認定のど

ちらか一方のみを受けている。

D評価 失格
必須の要求要件を満たしていない。

A評価 25

B評価基準に加え、研修計画（OJT・研修・業務標準

化）が整備され、新任者も計画的に戦力化するなど、

組織として業務・人材を的確かつ持続的にマネジメン

トし、安定運用が期待できる。

B評価 15

C評価基準に加え、定期的、複数回の研修が実施され

ている。

C評価 5

実務経験者の配置を満たし、研修計画（OJT・研修）

が策定されている。

D評価 失格
必須の要求要件を満たしていない。

A評価 15

①について具体的な工夫、②効果的な研修内容、③対

応体制の確立、④①～③の内容は経験に裏打ちされた

実効性の高いものである。（①～④全てに対して具体

的な提案である。）

B評価 6

①について具体的な工夫、②効果的な研修内容、③対

応体制の確立が見られる。（①～③に対して具体的な

提案である。）

C評価 3

①について具体的な工夫、②効果的な研修内容、③対

応体制の確立が見られる。（①～③の内、2つ以下に

対して具体的な提案である。）

D評価 失格
必須の要求要件を満たしていない。

A評価 20 5件以上の実績がある。

B評価 10 2～4件の実績がある。

C評価 5 1件の実績がある。

D評価 失格 0件（実績がない。）

計 180

60

入札書及び業務費内

訳書の確認

240

総合評価落札者決定基準　評価項目（熊本市区民課窓口支援業務委託）

15 様式6

提案内容記入用紙2

ページ（A4片面）以

内

接遇態度及び研

修

7 ①業務の目的を理解し、窓口及び電話による

適切な顧客応対だけではなく、業務従事者の

服装などの業務に対する姿勢について、適切

に実施するための接遇マナーを高める具体的

な工夫がなされているか。

②業務実施前の事前研修について、関係法令

の知識の習得が適切で効果的な内容となって

いるか。

③苦情等に対する対応策や報告連絡相談等の

体制が確立されているか。

④記載された内容は、経験に裏打ちされた実

効性があるものか。

◆仕様書第2章6

共通業務(1)問合せ対応

◆仕様書第3章7

委託業務従事者の研修

◆仕様書第3章12

苦情・事故の報告等

5

6

様式6

提案内容記入用紙2

ページ（A4片面）以

内

様式8

業務従事メンバー状

況表

様式6

提案内容記入用紙2

ページ（A4片面）以

内

実施体制 実務経験者7人以上の体制を基盤として、人

材育成および組織マネジメントが機能し、安

定的に業務運営できているか。

採点基準

2

技術評価

8

◆仕様書第3章6

業務実施体制に関する事項

◆仕様書第3章7

委託業務従事者の研修に関する事項

※(1)カ除く

4

機密保持体制

◆仕様書第3章8

(1)キ 災害発生時の対応手順

◆仕様書第3章12

苦情・事故の報告等に関する事項

◆個人情報の取扱いに関する特記事

項第17条及び特定個人情報等の取扱

いに関する特記事項第17条

事故発生時の対応に関する事項

国、都道府県又は政令市、中核市から直接受

注した業務として、令和3年4月1日以降に履

行期間が1年以上で、戸籍又は住民基本台帳

事務に関する業務委託の契約実績を評価

個人情報保護の関係法令を遵守するために、

必要な体制を備えているか。

◆仕様書第3章11

個人情報の保護及び情報セキュリ

ティ(5)に関する事項

セキュリティ保持のための規程及び情報の取

扱手順が設けられているか。

許可されていない情報資産の持出し、複写・

複製、廃棄、目的外の使用及び第三者への提

供を防ぐことのできる体制を備えているか

（本市が許可した以外の電子機器及びAIの持

ち込み・使用を禁止すること、盗難を防止す

るための管理体制を構築していること、不要

な資料の処分方法及び処分の内容等の記録を

残していること、など）。

業務管理体制 業務フローが整理され、業務フロー毎に想定

されるリスクの適切な把握と対策が具体的に

提案されているか。また、これらを踏まえた

業務管理体制が継続的に機能するものとなっ

ているか。

様式6

提案内容記入用紙2

ページ（A4片面）以

内

様式6

提案内容記入用紙2

ページ（A4片面）以

内

様式6

提案内容記入用紙2

ページ（A4片面）以

内

30

30

20

様式7

実績一覧表

20

25

15

25

◆仕様書第3章５

入力精度等に関する事項

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　60×（１-入札価格に消費税及び地方消費税相当額を加えて得た額／予定価格）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※　価格評価点は、小数点第１位を四捨五入するものとする

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※　記載金額が予定価格と著しく乖離している等業務を確実に履行することができないと

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  認められるときは、当該入札書は無効とする。

（加算方式）　評価値　＝　技術評価点　+　価格評価点

価格評価

落札方式

3

同種業務の実績

データ入力精度

向上のための取

り組み

入力ミスを低減させる取り組みを行っている

か。

入力に関する技術（資格）を有する従事者を

メンバーに入れる等の精度工夫がみられる

か。

委託された業務に苦情 ・事故があった場合

は、委託者に対し迅速に報告を行うことので

きる体制を備えているか。また、災害等発生

時のBCP対策がとられているか。

苦情・事故・災

害発生時の管理

体制

必

須

と

す

る

項

目

◆仕様書第3章8

「業務に関する履行計画書の提出」

　のうち (1)ア～カ

◆仕様書第3章10

(1)守秘義務及び資料の複製等の禁止

に関する事項

(6)端末機の操作に関する事項

◆仕様書第3章11

個人情報の保護及び情報セキュリ

ティに関する事項

◆個人情報の取扱いに関する特記事

項第７条及び特定個人情報等の取扱

いに関する特記事項第７条

守秘義務に示す事項

◆特定個人情報の取扱いに関する特

記事項第5条及び特定個人情報等の

取扱いに関する特記事項第１２条

提供された特定個人情報等の目的外

利用及び第三者への提供の禁止に示

す事項

1

セキュリティ強

化のための管理

策



 

（様式第１号） 

 

競争入札参加資格確認申請書 

 

 令和８年（２０２６年） 月  日  

 

 熊 本 市 長 （宛） 

住    所 

 

商号又は名称   

 

代表者職氏名           印 

 

 

令和８年 月 日付けで公告のありました熊本市区民課窓口支援業務委託に

係る入札に参加する資格について、その有無を確認されるよう、下記の書類を添

えて申請します。 

 

記 

 

１ 競争入札参加資格審査調書（様式第２号） 

２ 会社概要書（様式第３号） 

３  入札参加者の同種業務の実績（様式第４号） 

４ 入札参加者の同種業務の実績を証する契約書の写し及び図面、仕様書等の

設計図書又は発注者の証明等 

５ 「プライバシーマーク」又は「ＩＳＭＳ」の認証を証する書面の写し 

 

 

 



(様式第 2 号) 

 

競争入札参加者資格審査調書 

 

１ 件名 熊本市区民課窓口支援業務委託  

 

２ 競争入札参加資格要件 

次の(1)から(11)に掲げる条件をすべて満たしていることを誓約します。虚偽の事項が

あった場合は、いかなる措置を受けても異議ありません。なお、この書類を提出した以後

に(1)から(10)に掲げる条件のいずれかを満たさなくなった場合は、速やかに届け出ます。 

(1) 熊本市業務委託契約等に係る競争入札等参加資格審査申請書を提出し、熊本市業

務委託契約等に係る競争入札参加者等の資格等に関する要綱（平成２０年告示第７３

１号）第５条に規定する参加資格者名簿に登録されている者であること。 

(2) 地方自治法施行令第１６７条の４第１項各号の規定に該当しない者であること。 

(3) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定による更生手続の開始

の申立て又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定による再生手

続の開始の申立てがなされた場合は、それぞれ更生計画の認可決定又は再生計画の認

可決定がなされていること。 

(4) 熊本市が締結する契約等からの暴力団等の排除措置要綱（平成１８年告示第１０

５号）第３条第１号の規定に該当しないこと。 

(5) 熊本市から熊本市物品購入契約及び業務委託契約等に係る指名停止等の措置要綱

（平成２１年告示第１９９号。以下「指名停止要綱」という。）に基づく指名停止を受

けている期間中でないこと。 

(6) 消費税及び地方消費税並びに本市市税の滞納がないこと。（新型コロナウイルス感

染症等の影響により、税の徴収猶予を受けている者を含む） 

(7) 業として本件競争入札に付する契約に係る業務を営んでいること。 

(8) 過去３年の間、本市との契約において、違反又は不誠実な行為を行った者であっ

て契約の相手方として不適当と市長が認めるものでないこと。 

(9) 熊本市公契約条例（令和７年条例第５４号）第 8条に基づき誓約書を提出（注６）

するなど、本条例を遵守していること。 

(10) 政令市、中核市から直接受託した業務として、令和 3 年 4 月 1 日から令和 8 年 3

月 31 日までに履行期間が 1 年以上で、戸籍事務及び住民基本台帳事務に関する証明

発行又は住民基本台帳事務に関するシステム入力の業務の実績を有するものである

こと。 

(11) 一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)のプライバシーマーク若しく

は一般社団法人情報マネジメントシステム認定センター(ISMS-AC)の情報セキュリテ

ィマネジメントシステム（ISMS）の認証を付与された者であること。 

※申請書等提出締切日において有効な認証を証する書面を添付すること。添付されてい

ない場合は、当該認証を有しているとは認めない。 

 

 



(様式第 2 号) 

 

 

令和８年（２０２６年）年  月  日 

                 

申請者 

                 住    所 

                 商号又は名称 

                 代表者職氏名               印 

【連絡担当部署】 

部署名  担当者名  

電話番号  ＦＡＸ  

電子メール  

 



（様式第 3 号） 

会社概要書 

【会社概要】 

会社名  

代表者職氏名  

所在地  

設立年月日  資本金  

主な事業 

 

 

 

 

売上高 

 

直前 2年度分 

決算 

（千円） 

直前 1年度分 

決算 

（千円） 

直前 2ヶ年の 

平均 

（千円） 

戸籍事務及び住民基本台帳事務に関する証明発

行又は住民基本台帳事務に関するシステム入力

の業務 

   

上記以外の業務    

合計    

常勤職員数 

戸籍事務及び住民基本台帳事務に関する証明発

行又は住民基本台帳事務に関するシステム入力

の業務 

その他の業務 事務職員 合計 

人 人 人 人 

 

【本業務の担当を予定している部署】 

商号又は名称  

代表者職氏名  

所在地  

担当部署  担当者名  

電話番号  ＦＡＸ番号  

電子メールアドレス  

 



（様式第４号） 

入札参加者の同種業務の実績 

 

商号又は名称                                       
 

番号 発注機関名 契約期間 業務名・業務概要 契約金額 

１ 

 

 

 

 

 

～ 

【業務名】 

 

 

【業務概要（規模・内容や技術的特徴について）】 

２ 

 

 

 

 

 

～ 

【業務名】 

 

 

【業務概要（規模・内容や技術的特徴について）】 

３ 

 

 

 

 

 

～ 

【業務名】 

 

 

【業務概要（規模・内容や技術的特徴について）】 

(注１) 政令市、中核市から直接受託した業務として、令和３年４月１日から令和８年３月３１日までに履行期間が 1

年以上で、戸籍事務及び住民基本台帳事務に関する証明発行又は住民基本台帳事務に関するシステム入力の業務

の実績を有するものであること（申請書等提出日までに履行が完了したものに限る。）に関して代表的なものを３

件まで記載し（１件で足りる。）、契約書の写しを添付すること（必須）。なお、これだけでは同種業務の実績を有

することが判断できない場合は、他の判断できる資料（図面、仕様書等の設計図書又は発注者の証明等）で併せ

て補完すること。 

添付されていない場合、提出された書類では同種業務の実績を有することが判断できない場合は、その実績を

有しているとは認めない。 

(注２) 発注機関名は具体的に記入すること（例：○○県○○市）。 

 



 

（様式第５号） 

 

技術提案書 
 令和８年（２０２６年） 月   日 

 

  熊本市長  宛                                               

     住    所 

商号又は名称                    

代表者職氏名                印 

  

 

下記業務委託について、技術提案書を提出します。技術提案書の記載事項及び添付書類について、

事実と相違ないことを誓約します。 

なお、提出内容が適正と認められた場合は、その提案内容に基づき履行します。  

  

記 

１ 業務委託名    

     熊本市区民課窓口支援業務委託 

 

２ 内容 

(1) 提案内容記入用紙（様式第６号） 

・ 評価項目１に関するもの・・・・・２頁以内 

・ 評価項目２に関するもの・・・・・２頁以内 

・ 評価項目３に関するもの・・・・・２頁以内 

・ 評価項目４に関するもの・・・・・２頁以内 

・ 評価項目５に関するもの・・・・・２頁以内 

・ 評価項目７に関するもの・・・・・２頁以内 

(2) 実績一覧表（様式第７号）並びに契約書の写し及び図面、仕様書等の設計図書又は発注者の証

明等 

(3) 業務従事メンバー状況表（様式第８号） 

 

連絡担当者  ： 

担当部署名  ： 

担当部署住所 ： 

担当者氏名  ： 

電話番号   ： 

ファックス  ： 

E-mail    ： 

 



（様式第 6号） 

提案内容記入用紙 

商号又は名称  

提案項目 

評価項目番号：（例）１ 

名称：（例）セキュリティ保持規定及び情報の取扱い手順及びセキュリティ教育の 

実施 

提案内容 

 



（様式第 6号） 

（注） 様式第６号については、評価項目ごとに指定された頁数以内（Ａ４縦、横書き）に箇条書き

とし、必要に応じて様式の中に図、表等を用いて分かりやすいよう記載することとし、その場

合でも、当該指定頁数は超えないように作成すること。 

   ※ 文字の大きさは１０．５ポイントとする（図表については、必要に応じて１０．５ポイン

ト未満も可）。 

   ※ 様式第６号については、様式以外に資料を添付してはならない。 

   ※ 色の指定はないが、白黒複写を行った場合においても、内容が理解できるようにするこ

と。 

   ※ 評価項目毎に指定する頁数を超えている場合は、その超えた頁数の部分は評価しない。

この場合において、評価しない頁数の部分は、市において判断するものとする。 

   ※ 提案に当たっては、できる限り定量的に示すこと。定量的に表すことが不可能な場合に

は、できる限り具体的に記述すること。 

   ※ 仕様書のコピーや「仕様書のとおり」といった記述に終始しないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（様式第７号） 

 

実績一覧表 

 

商号又は名称：                    

 

番号 発注機関名 契約期間 業務名・業務概要 契約金額 

１   

 

～ 

 

【業務名】  

【業務概要（規模・内容や技術的特徴について）】 

２   

 

～ 

【業務名】  

【業務概要（規模・内容や技術的特徴について）】 

３   

 

～ 

【業務名】  

【業務概要（規模・内容や技術的特徴について）】 

４   

 

～ 

【業務名】  

【業務概要（規模・内容や技術的特徴について）】 

５   

 

～ 

【業務名】  

【業務概要（規模・内容や技術的特徴について）】 

 

（注１） 政令市、中核市から直接受託した業務として、令和３年４月１日から令和８年３月３１

日までに履行期間が 1年以上で、戸籍事務及び住民基本台帳事務に関する証明発行又は住

民基本台帳事務に関するシステム入力の業務について最大５件まで記載し、それぞれにつ

いて、契約書の写しを添付すること（必須）。なお、これだけでは同種業務の実績を有す

ることが判断できない場合は、他の判断できる資料（仕様書等又は発注者の証明等）で併

せて補完すること。添付されていない場合、提出された書類では同種及び同等規模の業務

の実績を有することが判断できない場合は、当該実績を有しているとは認めない。（ただ

し、競争入札参加資格確認申請書に添付された契約書の写し及び仕様書等は発注者の証明

等については省略できる）。 



 

（様式第８号） 

 

業務従事メンバー状況表 

（体制図・従事メンバーの役割詳細） 

 

商号又は名称  

●指揮・命令系統など体制図及び業務スペースの概要 

 本市との連絡関係及び従事メンバー間（管理責任者を含む。）の相互関係について図を用いて記載すること。 



 

（様式第８号） 

（様式第８号 続き） 従事メンバーの役割詳細 

本業務での役職（立場） 

及び 

分担業務の内容 

氏名・年齢・所属・役職 実務経験年数 

（実務経験年数は本件と同種の

業務における経験年数を記入。） 

これまでの同種及び同等規模の

実務実績 

申請日現在、ほかの業務に従事している場合、件

数及び内容 

 氏名 

           

 （   才） 

所属・役職 

実務経験年数   年 （業務名） 

（発注者） 

（業務内容） 

（契約期間） 

（従事役職（立場）） 

      件 

以下各々の業務内容を記載すること。 

・（業務名） 

 （発注者） 

 （業務内容） 

 （契約期間・従事役職（立場）） 

 （進捗状況及び本業務に従事するための対応） 

 氏名 

           

 （   才） 

所属・役職 

実務経験年数   年 （業務名） 

（発注者） 

（業務内容） 

（契約期間） 

（従事役職（立場）） 

      件 

以下各々の業務内容を記載すること。 

・（業務名） 

 （発注者） 

 （業務内容） 

 （契約期間・従事役職（立場）） 

 （進捗状況及び本業務に従事するための対応） 

（注）※従事メンバーの数に応じて、適宜、表の項目を増やすこと。 

       ※所属・役職については、貴団体における役職等を記載するもの。 

※これまでの同種及び同等規模の業務実績については、代表的なものを１件記載する。 


